
南伊勢町の新たな賑わいの創出の場について（二級河川伊勢路川河川敷の利活用の検討）

伊勢路川河川敷について

◇過去にはパターゴルフ場として活用していたが、維持管理や運営に

苦慮し、現在は占用を取り消した状態

◇約14,000㎡の広さがあり、観光誘客のために賑わいの場としての利

活用を検討したい

事業化検討の方法

◇町が行ったサウンディング型市場調査を参考に、有識者や地域住民で組織する協議会で伊勢路川河川敷に適した事業を検討していただき、その

結果を参考に、町が事業を推進する

サウンディング市場調査から協議会での検討への流れ

サウンディング型市場調査の活用

◇民間事業者との意見交換等を通して、事業に対して様々なアイデア

や意見を把握する調査（サウンディング型市場調査）を活用

※サウンディング型市場調査：公募により民間事業者の意向調査・
直接対話を行い、当該案件のポテンシャルを最大限に高めるため

の諸条件の整理を行うもの

サウンディング市場型調査による効果

・市場性の有無や実現可能性の把握
・アイデアの収集

・行政だけでは気づきにくい課題の把握

・民間事業者の参入意欲の把握

・民間事業者が参入しやすい公募条件の把握

実施要領の
作成・公表

現地見学会
説明会等の開催

対話の
申込み・受付

事業者から
提案書の提出

サウンディング
の実施

結果の公表
協議会での
検討

・HPなどで広く公表
・解決すべき事項や求めたい事項明記
・情報提供や事前相談への対応
・公平性・透明性に留意

・必要に応じて開催 ・エントリーシート
の受付

・対話の日時や場所
の調整

・提案書の提出
・民間事業者の負担
軽減に留意

・民間事業者からの
提案内容や独自の
ノウハウに関して、
知的財産の観点か
ら情報保護が必要

・調査結果の公表
・参加事業者への事
前確認要

・その後の検討にお
いて、個別に質問
も有効

・有識者や地域住民
などで組織する協
議会で調査結果を
基に、伊勢路川河
川敷の有効活用案
を作成

令和3年6月21日

申込期間：令和3年6月21日～7月9日

開催日：令和3年7月26日

申込期間：令和3年7月26日～8月6日

提案書提出：令和3年8月10日～8月20日

令和3年8月30日
～9月3日 令和3年9月中旬 令和3年１２月中旬～
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